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(57)【要約】
【課題】バックライトユニット及びそれを用いたディス
プレイ装置を提供すること。
【解決手段】第１のリフレクタと、一部に傾斜面を有す
る第２のリフレクタと、第１及び第２のリフレクタの間
に配置された少なくとも１つの光源モジュールと、第２
のリフレクタに配置された少なくとも１つの反射構造物
とを備えてバックライトユニット及びそれを用いたディ
スプレイ装置を構成する。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のリフレクタと、
　一部に傾斜面を有する第２のリフレクタと、
　前記第１及び第２のリフレクタの間に配置された少なくとも１つの光源モジュールと、
　前記第２のリフレクタに配置された少なくとも１つの反射構造物と
を備えるバックライトユニット。
【請求項２】
　前記第２のリフレクタの傾斜面は前記第１のリフレクタの表面に対して一定角度だけ傾
斜した面を有する、請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項３】
　前記傾斜面は凹面、凸面、平面のうちの少なくとも１つである、請求項１又は２に記載
のバックライトユニット。
【請求項４】
　前記第２のリフレクタは少なくとも１つの平面をさらに有し、前記第２のリフレクタの
平面は前記第１のリフレクタと平行な面であり、前記反射構造物は、前記第２のリフレク
タの傾斜面及び平面のうちの少なくとも１つの面に配置された、請求項１乃至３のうちの
いずれかに記載のバックライトユニット。
【請求項５】
　前記第２のリフレクタから一定間隔だけ空間を置いて配置された光学部材をさらに備え
、前記第２のリフレクタと前記光学部材との間の空間にはエアガイドが形成されている、
請求項１乃至４のいずれかに記載のバックライトユニット。
【請求項６】
　前記反射構造物は、前記第１のリフレクタから水平に延長される水平延長線と第２のリ
フレクタとの間に位置する、請求項１乃至５のいずれかに記載のバックライトユニット。
【請求項７】
　前記反射構造物は、
　光を反射させる反射部と、
　前記反射部を支持する支持部と
を備える、請求項１乃至５のいずれかに記載のバックライトユニット。
【請求項８】
　前記反射部は前記光源モジュールと同一線上に位置する、請求項７に記載のバックライ
トユニット。
【請求項９】
　前記反射部は、前記光源モジュールと同一方向に配列されるストライプ状又はドット状
である、請求項７に記載のバックライトユニット。
【請求項１０】
　前記反射部は複数の突起又は複数の溝を有する、請求項７に記載のバックライトユニッ
ト。
【請求項１１】
　前記互いに隣接する複数の突起又は溝は並んで配列されている、請求項１０に記載のバ
ックライトユニット。
【請求項１２】
　前記互いに隣接する複数の突起又は溝は交互に配列される、請求項10に記載のバックラ
イトユニット。
【請求項１３】
　前記反射部は、
　コアと、
　前記コアの全体又は一部を取り囲む反射層と
を備える、請求項７に記載のバックライトユニット。
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【請求項１４】
　前記反射層は同一の反射率を有する一つの反射物質からなる、請求項１３に記載のバッ
クライトユニット。
【請求項１５】
　前記反射層は互いに異なる反射率を有する複数の反射物質からなる、請求項１３に記載
のバックライトユニット。
【請求項１６】
　前記反射層は、前記コアの表面から突出したり、又は前記コアの表面内に挿入される、
請求項１５に記載のバックライトユニット。
【請求項１７】
　前記支持部は下部が上部より大きい厚さを有する、請求項７に記載のバックライトユニ
ット。
【請求項１８】
　前記支持部の最大幅は、前記反射部の最大幅と同一であるか、又は前記反射部の最大幅
より大きい、請求項７に記載のバックライトユニット。
【請求項１９】
　前記支持部の最大高さは、前記反射部の最大高さと同一であるか、又は前記反射部の最
大高さより大きい、請求項７に記載のバックライトユニット。
【請求項２０】
　前記反射部と支持部は結合部材によって結合されている、請求項７に記載のバックライ
トユニット。
【請求項２１】
　前記結合部材は、前記支持部の上部面に付着されて前記反射部の下部面を支持する板状
、前記支持部の上部面に付着されて前記反射部の周囲を取り囲むリング状、前記支持部の
上部面に付着されて前記反射部の溝内に挿入される突出形状のうちのいずれか１つである
、請求項２０に記載のバックライトユニット。
【請求項２２】
　前記反射部と支持部は１対１の比率で対応して配置されたり、又は１対複数の比率で対
応して配置されている、請求項７に記載のバックライトユニット。
【請求項２３】
　前記反射構造物は前記光学部材から第１の間隔だけ離隔して配置されている、請求項５
に記載のバックライトユニット。
【請求項２４】
　前記第１の間隔は前記第１のリフレクタの厚さより大きい、請求項６に記載のバックラ
イトユニット。
【請求項２５】
　ディスプレイパネルと、
　前記ディスプレイパネルに光を照射するバックライトユニットと
を備え、
　前記バックライトユニットは、請求項１乃至５のいずれかに記載のバックライトユニッ
トである、ディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は、バックライトユニット及びそれを用いたディスプレイ装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、代表的な大型ディスプレイ装置としては、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）などが
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ある。
【０００３】
　自発光方式のＰＤＰとは異なって、ＬＣＤには、自体的な発光素子の不在のため別途の
バックライトユニットが必ず必要である。
【０００４】
　ＬＣＤに使用されるバックライトユニットは、光源の位置によってエッジ（ｅｄｇｅ）
方式のバックライトユニットと直下方式のバックライトユニットに区分されるが、エッジ
方式では、ＬＣＤパネルの左右側面又は上下側面に光源を配置し、導光板を用いて光を全
面に均一に分散させるので、光の均一性が良く、パネル厚さの超薄型化が可能である。
【０００５】
　直下方式は、通常２０インチ以上のディスプレイに使用される技術であって、パネルの
下部に複数の光源を配置するので、エッジ方式に比べて光効率に優れるという長所を有し
、高輝度を要求する大型ディスプレイに主に使用される。
【０００６】
　既存のエッジ方式や直下方式のバックライトユニットの光源としては、ＣＣＦＬ（Ｃｏ
ｌｄ　Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ）を用いた。
【０００７】
　しかし、ＣＣＦＬを用いたバックライトユニットでは、常にＣＣＦＬに電源が印加され
るので、相当量の電力消耗をもたらし、ＣＲＴに比べて約７０％水準の色再現率、水銀の
添加による環境汚染問題などが短所として指摘されている。
【０００８】
　前記問題を解消するための代替品として、現在、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎ
ｇ　ｄｉｏｄｅ）を用いたバックライトユニットに対する研究が活発に行われている。
【０００９】
　ＬＥＤをバックライトユニットに使用する場合、ＬＥＤアレイの部分的なオン／オフが
可能であり、消耗電力を画期的に減少させることができ、ＲＧＢ　ＬＥＤの場合、ＮＴＳ
Ｃ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）色
再現範囲仕様の１００％を上回り、より生々しい画質を消費者に提供することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の実施例は、導光板なしに反射構造物を用いて、エアガイドを有するバックライ
トユニット及びそれを用いたディスプレイ装置を提供しようとする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一実施例は、第１のリフレクタと、一部に傾斜面を有する第２のリフレクタと
、第１及び第２のリフレクタの間に配置された少なくとも１つの光源モジュールと、第２
のリフレクタに配置された少なくとも１つの反射構造物とを備えることができる。
【００１２】
　ここで、第２のリフレクタの傾斜面は、第１のリフレクタの表面に対して一定角度だけ
傾斜した面であり、傾斜面は、凹面、凸面、平面のうちの少なくとも１つであり得る。
【００１３】
　そして、第２のリフレクタの傾斜面は第１のリフレクタと重畳することができる。
【００１４】
　そして、第２のリフレクタは、少なくとも１つの傾斜面と、少なくとも１つの平面とを
有し、第２のリフレクタの平面は第１のリフレクタと平行な面であり、反射構造物は、第
２のリフレクタの傾斜面及び平面のうちの少なくとも一面に配置することができる。
【００１５】
　また、本発明の一実施例は、第２のリフレクタから一定間隔だけ空間を置いて配置され
た光学部材をさらに備え、第２のリフレクタと光学部材との間の空間にはエアガイドを形
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成することができる。
【００１６】
　ここで、反射構造物は光学部材から第１の間隔だけ離隔して配置できるが、第１の間隔
は第１のリフレクタの厚さより大きくなり得る。
【００１７】
　そして、反射構造物は、第１のリフレクタから水平に延長される水平延長線と第２のリ
フレクタとの間に位置し得る。
【００１８】
　そして、反射構造物は、光を反射させる反射部と、反射部を支持する支持部とを備える
が、反射部は光源モジュールと同一線上に位置し得る。
【００１９】
　そして、反射部は、光源モジュールと同一方向に配列されるストライプ状又はドット状
であり、反射部は複数の突起又は複数の溝を有することができる。
【００２０】
　ここで、互いに隣接する複数の突起又は溝は、並んで配列したり、又は交互に配列する
ことができる。
【００２１】
　そして、反射部は、コアと、コアの全体又は一部を取り囲む反射層とを備えることがで
きる。
【００２２】
　ここで、反射層は、同一の反射率を有する１つの反射物質又は互いに異なる反射率を有
する複数の反射物質からなることもでき、反射層は、コアの表面から突出したり、又はコ
アの表面内に挿入することもできる。
【００２３】
　そして、支持部は、下部が上部より大きい厚さを有し、支持部の最大幅は、反射部の最
大幅と同一であるか、又は反射部の最大幅より大きくなり得る。
【００２４】
　そして、支持部の最大高さは、反射部の最大高さと同一であるか、又は反射部の最大高
さより大きくなり得る。
【００２５】
　そして、反射部と支持部は結合部材によって結合されるが、結合部材は、支持部の上部
面に付着されて反射部の下部面を支持する板状、支持部の上部面に付着されて反射部の周
囲を取り囲むリング状、支持部の上部面に付着されて反射部の溝内に挿入される突出形状
のうちのいずれか１つであり得る。
【００２６】
　そして、反射部と支持部は接着剤によって付着することもできる。
【００２７】
　また、反射部と支持部は、１対１の比率で対応して配置したり、又は１対多の比率で対
応して配置することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の一実施例によると、導光板なしに反射構造物を用いて、エアガイドを有するバ
ックライトユニット及びそれを用いたディスプレイ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１Ａ】本発明の一実施例に係るバックライトユニットを説明するための図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施例に係るバックライトユニットを説明するための図である。
【図１Ｃ】本発明の一実施例に係るバックライトユニットを説明するための図である。
【図２Ａ】傾斜面と平面を有する第２のリフレクタ上に配置された反射構造物を示す図で
ある。
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【図２Ｂ】傾斜面と平面を有する第２のリフレクタ上に配置された反射構造物を示す図で
ある。
【図２Ｃ】傾斜面と平面を有する第２のリフレクタ上に配置された反射構造物を示す図で
ある。
【図３Ａ】複数の傾斜面を有する第２のリフレクタ上に配置された反射構造物を示す図で
ある。
【図３Ｂ】複数の傾斜面を有する第２のリフレクタ上に配置された反射構造物を示す図で
ある。
【図３Ｃ】複数の傾斜面を有する第２のリフレクタ上に配置された反射構造物を示す図で
ある。
【図４Ａ】ストライプ状を有する反射構造物を示す斜視図である。
【図４Ｂ】第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す平面図である。
【図５Ａ】ドット状を有する反射構造物を示す斜視図である。
【図５Ｂ】第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す平面図である。
【図６Ａ】反射構造物の反射部の形状を示す図である。
【図６Ｂ】反射構造物の反射部の形状を示す図である。
【図６Ｃ】反射構造物の反射部の形状を示す図である。
【図６Ｄ】反射構造物の反射部の形状を示す図である。
【図６Ｅ】反射構造物の反射部の形状を示す図である。
【図６Ｆ】反射構造物の反射部の形状を示す図である。
【図７Ａ】複数の微細突起を有する反射部を示す図である。
【図７Ｂ】複数の微細突起を有する反射部を示す図である。
【図８Ａ】複数の微細溝を有する反射部を示す図である。
【図８Ｂ】複数の微細溝を有する反射部を示す図である。
【図９Ａ】反射層が形成された反射部を示す断面図である。
【図９Ｂ】反射層が形成された反射部を示す断面図である。
【図９Ｃ】反射層が形成された反射部を示す断面図である。
【図９Ｄ】反射層が形成された反射部を示す断面図である。
【図１０Ａ】反射部と支持部を結合する結合部材を示す図である。
【図１０Ｂ】反射部と支持部を結合する結合部材を示す図である。
【図１０Ｃ】反射部と支持部を結合する結合部材を示す図である。
【図１０Ｄ】反射部と支持部を結合する結合部材を示す図である。
【図１１】反射構造物の反射部と支持部の幅と高さを比較した図である。
【図１２】１エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す図である。
【図１３】２エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す図である。
【図１４】４エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す図である。
【図１５】４エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す図である。
【図１６】光学部材を備えるバックライトユニットを示す図である。
【図１７】支持フレームによって支持される光学部材を示す図である。
【図１８】本発明の一実施例に係るバックライトユニットを有するディスプレイモジュー
ルを示す図である。
【図１９】本発明の一実施例に係るディスプレイ装置を示す図である。
【図２０】本発明の一実施例に係るディスプレイ装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、各実施例を添付の図面を参照して説明する。
【００３１】
　本発明の実施例の説明において、各構成要素の「上又は下」に形成されると記載される
場合において、上又は下は、二つの構成要素が互いに直接接触したり、一つ以上の他の構
成要素が前記二つの構成要素の間に配置されて形成されることを全て含む。
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【００３２】
　また、「上又は下」と表現される場合、一つの構成要素を基準にして上側方向のみなら
ず、下側方向の意味も含むことができる。
【００３３】
　図１Ａ～図１Ｃは、本発明の一実施例に係るバックライトユニットを説明するための図
であって、図１Ａは断面図で、図１Ｂは平面図で、図１Ｃは上面斜視図である。
【００３４】
　図１Ａ～図１Ｃに示すように、バックライトユニットは、少なくとも一つの光源１１０
及び基板１２０を有する光源モジュール１００と、第１のリフレクタ２００と、第２のリ
フレクタ３００と、反射部４１０及び支持部４２０を有する反射構造物４００とを備える
ことができる。
【００３５】
　ここで、光源モジュール１００は、第１のリフレクタ２００と第２のリフレクタ３００
との間に位置し、第１のリフレクタ２００又は第２のリフレクタ３００に隣接するように
配置することができる。
【００３６】
　場合に応じて、光源モジュール１００は、第１のリフレクタ２００に接触すると同時に
第２のリフレクタ３００から一定間隔だけ離隔するように配置したり、又は、第２のリフ
レクタ３００に接触すると同時に第１のリフレクタ２００から一定間隔だけ離隔するよう
に配置することができる。
【００３７】
　また、光源モジュール１００は、第１のリフレクタ２００と第２のリフレクタ３００か
ら一定間隔だけ離隔するように配置したり、又は、第１のリフレクタ２００と第２のリフ
レクタ３００に同時に接触することもできる。
【００３８】
　そして、光源モジュール１００は、電極パターンを有する基板１２０と、光を生成する
光源１１０とを備えることができる。
【００３９】
　このとき、基板１２０には、少なくとも１つの光源１１０を実装することができ、電源
を供給するアダプタと光源１１０を連結するための電極パターンを形成することができる
。
【００４０】
　このような基板１２０は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ガラス、ポリカー
ボネート（ＰＣ）又はシリコン（Ｓｉ）などからなり、複数の光源１００が実装されるＰ
ＣＢ（Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）基板であり、フィルム状に形成す
ることができる。
【００４１】
　また、基板１２０としては、単層ＰＣＢ、多層ＰＣＢ、セラミック基板、メタルコアＰ
ＣＢなどを選択的に使用することができる。
【００４２】
　一方、光源１１０は、発光ダイオードチップであり、発光ダイオードチップは、ブルー
ＬＥＤチップ又は紫外線ＬＥＤチップで構成したり、又は、レッドＬＥＤチップ、グリー
ンＬＥＤチップ、ブルーＬＥＤチップ、イエローグリーンＬＥＤチップ及びホワイトＬＥ
Ｄチップのうちの少なくとも１つ又はそれ以上を組み合わせたパッケージ形態で構成する
こともできる。
【００４３】
　そして、ホワイトＬＥＤは、ブルーＬＥＤ上にイエローリン光（Ｙｅｌｌｏｗ　ｐｈｏ
ｓｐｈｏｒ）を結合したり、ブルーＬＥＤ上にレッドリン光（Ｒｅｄ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ
）とグリーンリン光（Ｇｒｅｅｎ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）を同時に使用して具現することが
でき、ブルーＬＥＤ上にイエローリン光（Ｙｅｌｌｏｗ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）、レッドリ
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ン光（Ｒｅｄ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）及びグリーンリン光（Ｇｒｅｅｎ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ
）を同時に使用して具現することもできる。
【００４４】
　また、光源１１０は、上面発光型（ｔｏｐ　ｖｉｅｗ　ｔｙｐｅ）発光ダイオードであ
ってもよく、場合に応じては、側面発光型（ｓｉｄｅ　ｖｉｅｗ　ｔｙｐｅ）発光ダイオ
ードであってもよい。
【００４５】
　そして、第１のリフレクタ２００と第２のリフレクタ３００との間の空間にエアガイド
を備えるように、第１のリフレクタ２００と第２のリフレクタ３００は一定間隔だけ離隔
して互いに対向することができる。
【００４６】
　そして、第１のリフレクタ２００は、反射コーティングフィルム及び反射コーティング
物質層のうちのいずれか１つで形成され、光源モジュール１００から生成された光を第２
のリフレクタ３００の方向に反射させる役割をすることができる。
【００４７】
　また、第１のリフレクタ２００の表面のうち光源モジュール１００と対向する表面上に
は鋸歯状の反射パターンが形成され、反射パターンの表面は平面又は曲面であり得る。
【００４８】
　第１のリフレクタ２００の表面に反射パターンを形成する理由は、光源モジュール１０
０で生成された光を第２のリフレクタ３００の中央領域に反射させることによって、バッ
クライトユニットの中央領域の輝度を増加させるためである。
【００４９】
　そして、第２のリフレクタ３００は、一部に傾斜面を有することができ、アルミニウム
（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、二酸化チタン（ＴｉＯ２）などのように高い反射率
を有する金属又は金属酸化物を含んで構成することができる。
【００５０】
　そして、第２のリフレクタ３００の傾斜面は、光源モジュール１００及び第１のリフレ
クタ２００のうちの少なくとも１つと重畳し得る。
【００５１】
　ここで、第２のリフレクタ３００の傾斜面は、第１のリフレクタ２００の表面に対して
一定角度だけ傾斜した面であり、傾斜面は、凹面、凸面及び平面のうちの少なくとも１つ
であり得る。
【００５２】
　場合に応じて、第２のリフレクタ３００は、少なくとも１つの傾斜面及び少なくとも１
つの平面を有することができるが、第２のリフレクタ３００の平面は第１のリフレクタ２
００と平行な面であり得る。また、反射構造物４００は、第２のリフレクタ３００の傾斜
面及び平面のうちの少なくとも１つの面に配置することができる。
【００５３】
　また、第２のリフレクタ３００は、少なくとも１つの変曲点を有する少なくとも２個の
傾斜面を有し、変曲点を中心に隣接する第１及び第２の傾斜面の曲率は互いに異なり得る
。また、反射構造物４００は、第２のリフレクタ３００の第１及び第２の傾斜面のうちの
少なくとも１つの面に配置することができる。
【００５４】
　ここで、反射構造物４００は、第２のリフレクタ３００に１つ又は複数配置できるが、
第２のリフレクタ３００の全体表面のうち傾斜面上又は平面上に配置することができ、場
合に応じては、傾斜面と平面上に全て配置することもできる。
【００５５】
　そして、反射構造物４００は、反射部４１０及び支持部４２０を備えることができるが
、反射部４１０は光を反射させる役割をすることができ、支持部４２０は反射部４１０を
支持する役割をすることができる。
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【００５６】
　このとき、反射部４１０は、光源モジュール１００と同一線上に位置することができる
。
【００５７】
　そして、反射部４１０は、光源モジュール１００と同一方向に配列されるストライプ状
又はドット状であり得る。
【００５８】
　そして、反射部４１０は、反射物質がコーティングされた反射体であってもよいが、場
合に応じて、光繊維、ＣＣＦＬ（Ｃｏｌｄ　Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　
Ｌａｍｐ：冷陰極蛍光ランプ）などであってもよい。
【００５９】
　そして、支持部４２０の表面に反射物質をコーティングすることもできる。
【００６０】
　このように、反射構造物４００は、第２のリフレクタ３００の全体領域のうち輝度が相
対的に低い領域に配置することによって、光を反射させ、低い輝度を補償することができ
る。
【００６１】
　図２Ａ～図２Ｃは、傾斜面と平面を有する第２のリフレクタ上に配置された反射構造物
を示す図である。
【００６２】
　図２Ａでは第２のリフレクタ３００の傾斜面が平らな表面を有し、図２Ｂでは第２のリ
フレクタ３００の傾斜面が凹状の曲面を有し、図２Ｃでは第２のリフレクタ３００の傾斜
面が凸状の曲面を有することができる。
【００６３】
　ここで、第２のリフレクタ３００の第１の領域３００ａは傾斜面で、第２の領域３００
ｂは傾斜面及び平面を含み、第３の領域３００ｃは平面であり得る。
【００６４】
　そして、反射構造物４００は、第２のリフレクタ３００の第２及び第３の領域３００ｂ
、３００ｃのうちの少なくとも１ヶ所に配置することができる。
【００６５】
　図３Ａ～図３Ｃは、複数の傾斜面を有する第２のリフレクタ上に配置された反射構造物
を示す図である。
【００６６】
　図３Ａでは、互いに隣接する２つの傾斜面が平らな表面を有し、図３Ｂでは、互いに隣
接する２つの傾斜面が凹状の曲面を有し、２つの傾斜面の曲率は互いに異なり得る。また
、図３Ｃでは、互いに隣接する２つの傾斜面が凸状の曲面を有し、２つの傾斜面の曲率は
互いに異なり得る。
【００６７】
　図３Ａ～図３Ｃに示すように、第２のリフレクタ３００は、光源モジュール１００に隣
接した第１の領域３００ａ、光源モジュール１００から離隔した第３の領域３００ｃ、及
び第１の領域３００ａと第３の領域３００ｃとの間に位置する第２の領域３００ｂを有す
ることができる。
【００６８】
　ここで、第２のリフレクタ３００の第１の領域３００ａは傾斜面で、第２の領域３００
ｂは傾斜面及び平面を有し、第３の領域３００ｃは平面であり得る。
【００６９】
　そして、反射構造物４００は、第２のリフレクタ３００の第２及び第３の領域３００ｂ
、３００ｃのうちの少なくとも１ヶ所に配置することができる。
【００７０】
　このように、反射構造物４００は、第２のリフレクタ３００の全体領域のうち輝度が相
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対的に低い第２及び第３の領域３００ｂ、３００ｃに配置することによって、光を反射及
び拡散させ、低い輝度を補償することができる。
【００７１】
　図４Ａは、ストライプ状を有する反射構造物を示す斜視図で、図４Ｂは、第２のリフレ
クタに配置された反射構造物を示す平面図である。
【００７２】
　図４Ａ及び図４Ｂに示すように、ストライプ状の反射構造物４００は、反射部４１０及
び支持部４２０を有しているが、反射部４１０は、反射物質がコーティングされた反射体
、光繊維、又はＣＣＦＬ（Ｃｏｌｄ　Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍ
ｐ：冷陰極蛍光ランプ）などのような光源であってもよい。
【００７３】
　ここで、反射部４１０はストライプ状であって、１つの反射部４１０を光源モジュール
１００と同一方向に平行に配列することができる。
【００７４】
　そして、支持部４２０は、反射部４１０の下部に複数配置され、反射部４１０を支持す
ることができる。
【００７５】
　ここで、支持部４２０は、表面に反射物質がコーティングされることによって、光を反
射させることもできる。
【００７６】
　図５Ａは、ドット状を有する反射構造物を示す斜視図で、図５Ｂは、第２のリフレクタ
に配置された反射構造物を示す平面図である。
【００７７】
　図５Ａ及び図５Ｂに示すように、ドット状の反射構造物４００は、反射部４１０及び支
持部４２０を有しているが、反射部４１０は反射物質がコーティングされた反射体であり
得る。
【００７８】
　ここで、反射部４１０はドット状であって、複数の反射部４１０を光源モジュール１０
０と同一方向に並んで配列することができる。
【００７９】
　そして、１つの支持部４２０は、１つの反射部４１０の下部に１対１で対応するように
配置され、反射部４１０を支持することができる。
【００８０】
　ここで、支持部４２０は、表面に反射物質がコーティングされることによって、光を反
射させることもできる。
【００８１】
　このように、反射部４１０と支持部４２０は、図５Ａに示すように、１対１の比率で対
応して配置したり、又は、図４Ａのように、１対複数の比率で対応して配置することがで
きる。
【００８２】
　図６Ａ～図６Ｆは反射構造物の反射部の形状を示す図である。
【００８３】
　まず、図６Ａに示すように、支持部４２０によって支持される反射部４１０は、断面が
円状であってもよく、場合に応じて楕円状であってもよい。
【００８４】
　そして、図６Ｂに示すように、反射部４１０の安定感のために、反射部４１０の断面は
、下部面が平らで、上部面が丸い半円状であってもよい。
【００８５】
　そして、図６Ｃに示すように、特定方向に光を反射させるために、反射部４１０の断面
は、三角形状であってもよく、場合に応じて逆三角形状であってもよい。
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【００８６】
　次に、図６Ｄ、図６Ｅ、図６Ｆに示すように、反射部４１０の断面は多角形状であって
もよい。
【００８７】
　ここで、多角形状は、正方形状、長方形状、台形状、菱形状を含むこともでき、４個以
上の角を有する多角形状を含むこともできる。
【００８８】
　図７Ａ及び図７Ｂは、複数の微細突起を有する反射部を示す図である。
【００８９】
　図７Ａに示すように、反射構造物の反射部４１０の表面には複数の微細突起４１２を形
成することができる。
【００９０】
　ここで、複数の微細突起４１２は反射部４１０の表面全体に配置できるが、互いに隣接
する各微細突起４１２は、一定間隔だけ離隔するように配置することができ、一列に並ん
で配列することもできる。
【００９１】
　場合に応じては、図７Ｂに示すように、複数の微細突起４１２は、反射部４１０の表面
全体に配置できるが、互いに隣接する各微細突起４１２は、一定間隔だけ離隔するように
配置することができ、交互に配列することもできる。
【００９２】
　ここで、各微細突起４１２は、反射物質がコーティングされた反射体であって、光を反
射及び拡散させることによって、均一な輝度を提供することができる。
【００９３】
　図８Ａ及び図８Ｂは、複数の微細溝を有する反射部を示す図である。
【００９４】
　図８Ａに示すように、反射構造物の反射部４１０の表面には複数の微細溝４１４を形成
することができる。
【００９５】
　ここで、複数の微細溝４１４は反射部４１０の表面全体に配置できるが、互いに隣接す
る各微細溝４１４は、一定間隔だけ離隔するように配置することができ、一列に並んで配
列することもできる。
【００９６】
　場合に応じては、図８Ｂに示すように、複数の微細溝４１４は反射部４１０の表面全体
に配置できるが、互いに隣接する各微細溝４１４は、一定間隔だけ離隔するように配置す
ることができ、交互に配列することもできる。
【００９７】
　ここで、各微細溝４１４は、反射物質がコーティングされた反射体であって、光を反射
及び拡散させることによって、均一な輝度を提供することができる。
【００９８】
　図９Ａ～図９Ｄは、反射層が形成された反射部を示す断面図であって、図９Ａ及び図９
Ｂは、反射部の全体表面にコーティングされた反射層を示す図で、図９Ｃ及び図９Ｄは、
反射部の一部表面にコーティングされた反射層を示す図である。
【００９９】
　図９Ａ～図９Ｄに示すように、反射部４１０は、コア４１０ａと、コア４１０ａの全体
表面又は一部表面を取り囲む反射層４１０ｂとを備えることができる。
【０１００】
　ここで、コア４１０ａは、射出可能なプラスチックなどの高分子樹脂を用いて製作する
ことができる。
【０１０１】
　そして、反射層４１０ｂは、フィルム状に製作された反射コーティングフィルムであっ
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てもよく、反射物質が蒸着された反射コーティング物質層であってもよい。
【０１０２】
　また、反射層４１０ｂは、金属又は金属酸化物のうちの少なくとも１つを含むことがで
き、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）又は二酸化チタン（ＴｉＯ

２）のように高い反射率を有する金属又は金属酸化物を含んで構成することができる。
【０１０３】
　この場合、反射層４１０ｂは、金属又は金属酸化物を高分子樹脂であるコア４１０ａ上
に蒸着又はコーティングして形成することができ、金属インクを印刷して形成することも
できる。
【０１０４】
　ここで、蒸着方法としては、熱蒸着法、蒸発法又はスパッタリング法などの真空蒸着法
を使用することができ、コーティング又は印刷方法としては、プリンティング法、グラビ
アコーティング法又はシルクスクリーン法を使用することができる。
【０１０５】
　また、反射層４１０ｂは、フィルム又はシート状に製作し、高分子樹脂のコア４１０ａ
上に接着剤で接着することもできる。
【０１０６】
　このように、反射部４１０は、図９Ａに示すように、コア４１０ａと、コア４１０ａの
全体表面を取り囲む単一の反射層４１０ｂとを備えることができるので、反射部４１０は
全体的に同一の反射率を有することができる。
【０１０７】
　そして、反射部４１０は、図９Ｂに示すように、コア４１０ａと、コア４１０ａの全体
表面を取り囲む複数の反射層４１０ｂ１、４１０ｂ２、４１０ｂ３、４１０ｂ４、４１０
ｂ５を備えることができるので、反射部４１０は複数の反射率を有することもできる。
【０１０８】
　また、反射部４１０は、図９Ｃに示すように、コア４１０ａと、コア４１０ａの一部表
面のみに形成された反射層４１０ｂとを備えることができる。
【０１０９】
　ここで、反射層４１０ｂは、コア４１０ａの一部表面が露出するように、コア４１０ａ
の一部表面から突出形成することができる。
【０１１０】
　場合に応じて、反射部４１０は、図９Ｄに示すように、複数の溝を有するコア４１０ａ
と、コア４１０ａの溝内に形成された反射層４１０ｂとを備えることができる。
【０１１１】
　ここで、反射層４１０ｂは、コア４１０ａの一部表面が露出するように、コア４１０ａ
の溝内に挿入して形成することもできる。
【０１１２】
　このように、反射層４１０ｂは、同一の反射率を有する１つの反射物質又は互いに異な
る反射率を有する複数の反射物質からなり得る。
【０１１３】
　そして、反射層４１０ｂは、コア４１０ａの表面から突出したり、又はコア４１０ａの
表面内に挿入することもできる。
【０１１４】
　図１０Ａ～図１０Ｄは、反射部と支持部を結合する結合部材を示す図である。
【０１１５】
　図１０Ａに示すように、反射構造物は反射部４１０及び支持部４２０を有するが、反射
部４１０は、結合部材４２２によって支持部４２０の上部表面上に安定的に結合すること
ができる。
【０１１６】
　ここで、結合部材４２２は、支持部４２０の上部面に付着され、反射部４１０の下部面



(13) JP 2013-26211 A 2013.2.4

10

20

30

40

50

を支持する板状であってもよい。
【０１１７】
　そして、図１０Ｂに示すように、結合部材４２２は、支持部４２０の上部面に付着され
、反射部４１０の周囲を取り囲むリング状であってもよい。
【０１１８】
　そして、図１０Ｃに示すように、結合部材４２２は、支持部４２０の上部面に付着され
、反射部４１０の溝４１４内に挿入される突出形状であってもよい。
【０１１９】
　そして、図１０Ｄに示すように、反射部４１０と支持部４２０は、結合部材４２２の代
わりに接着剤４２４によって付着することもできる。
【０１２０】
　図１１は、反射構造物の反射部と支持部の幅と高さを比較した図である。
【０１２１】
　図１１に示すように、支持部４２０は、反射部４１０を安定的に支持するために、下部
が上部より大きい厚さを有することができる。
【０１２２】
　すなわち、支持部４２０の下部厚さｔ２は、支持部４２０の上部厚さｔ１より大きくな
り得る。
【０１２３】
　場合に応じて、支持部４２０の下部厚さｔ２と支持部４２０の上部厚さｔ１が互いに同
一であってもよい。
【０１２４】
　そして、支持部４２０の下部面の幅Ｗ２は、反射部４１０の上部面の幅Ｗ１より大きく
なり得る。
【０１２５】
　場合に応じて、支持部４２０の下部面の幅Ｗ２と反射部４１０の上部面の幅Ｗ１が互い
に同一であってもよい。
【０１２６】
　また、支持部４２０の高さＨ１は反射部４１０の高さＨ２より大きくなり得る。また、
場合に応じて、支持部４２０の高さＨ１と反射部４１０の高さＨ２は互いに同一であって
もよい。
【０１２７】
　ここで、支持部４２０の高さは、反射部４１０が光源モジュールと同一線上に位置する
ように可変になり得る。
【０１２８】
　反射部４１０を光源モジュールと同一線上に位置させる理由は、そうすると、反射部４
１０と光源モジュールとの距離が最も近くなるので、光を効果的に反射させることができ
、輝度を最大に補償できるためである。
【０１２９】
　図１２は、１エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す図で、図
１３は、２エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す図で、図１４
及び図１５は、４エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す図であ
る。
【０１３０】
　図１２は、１エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す平面図で
あって、図１２に示すように、１エッジタイプの第２のリフレクタ３００の一側に光源モ
ジュール１００を配置し、反射構造物４００は、第２のリフレクタ３００の一定領域上に
配置することができる。
【０１３１】
　そして、図１３は、２エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す



(14) JP 2013-26211 A 2013.2.4

10

20

30

40

50

平面図であって、図１３に示すように、２エッジタイプの第２のリフレクタ３００の両側
に光源モジュール１００を配置し、第２のリフレクタ３００は光源モジュール１００に対
応する第１の領域と第２の領域に分離し、反射構造物４００は、第２のリフレクタ３００
の第１の領域と第２の領域に配置することができる。
【０１３２】
　そして、図１４は、４エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す
平面図であって、図１４に示すように、４エッジタイプの第２のリフレクタ３００の４側
面に光源モジュール１００を配置し、第２のリフレクタ３００は第１の光源モジュール１
００に対応する第１、第２、第３及び第４の領域に分離し、反射構造物４００は、第２の
リフレクタ３００の第１、第２、第３及び第４の領域に配置することができる。
【０１３３】
　そして、図１５は、４エッジタイプの第２のリフレクタに配置された反射構造物を示す
平面図であって、図１５に示すように、４エッジタイプの第２のリフレクタ３００の４つ
のコーナー領域に光源モジュール１００を配置し、第２のリフレクタ３００は光源モジュ
ール１００に対応する第１、第２、第３及び第４の領域に分離し、反射構造物４００は、
第２のリフレクタ３００の第１、第２、第３及び第４の領域に配置することができる。
【０１３４】
　また、本発明の一実施例に係るバックライトユニットは、第２のリフレクタから一定間
隔だけ空間を置いて配置された光学部材をさらに備えることができ、第２のリフレクタと
光学部材との間の空間にはエアガイドを形成することができる。
【０１３５】
　図１６は、光学部材を備えるバックライトユニットを示す図である。
【０１３６】
　図１６に示すように、光学部材６００は、第１のリフレクタ２００のオープン領域に配
置し、上部表面に凹凸パターン６２０を有することができる。
【０１３７】
　ここで、光学部材６００は、第１のリフレクタ２００のオープン領域を通して出射され
る光を拡散させるためのものであって、拡散効果を増加させるために、光学部材６００の
上部表面に凹凸パターン６２０を形成することができる。
【０１３８】
　すなわち、光学部材６００は多層に形成することができ、凹凸パターン６２０は最上層
又はいずれか１つの層の表面に備えることができる。
【０１３９】
　そして、凹凸パターン６２０は、光源モジュール１００に沿って配置されるストライプ
状を有することができる。
【０１４０】
　このとき、凹凸パターン６２０は、光学部材６００の表面に突出部を有し、突出部は、
互いに対向する第１の面及び第２の面を含んで構成され、第１の面と第２の面との間の角
は鈍角又は鋭角であり得る。
【０１４１】
　場合に応じて、光学部材６００は、少なくとも１つのシートからなるが、拡散シート、
プリズムシート、輝度強化シートなどを選択的に含むことができる。
【０１４２】
　ここで、拡散シートは、光源から出射された光を拡散させ、プリズムシートは、拡散さ
れた光を発光領域にガイドし、輝度拡散シートは輝度を強化させる。
【０１４３】
　一方、反射部４１０及び支持部４２０を含む反射構造物４００は、光学部材６００から
第１の間隔ｄ１だけ離隔するように配置することができる。
【０１４４】
　ここで、第１の間隔ｄ１は、第１のリフレクタ２００の厚さＴより大きくなり得る。
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【０１４５】
　反射構造物４００を光学部材６００から第１の間隔ｄ１だけ離隔して配置させる理由は
、反射構造物４００が光学部材６００に近く配置されると、黒いラインのような暗部が発
生し、輝度が低下するおそれがあるためである。
【０１４６】
　したがって、反射構造物４００は、第１のリフレクタ２００から水平に延長される水平
延長線と第２のリフレクタ３００との間に位置することができる。
【０１４７】
　そして、反射構造物４００の反射部４１０は、光源モジュール１００の光源１１０と同
一線上Ａ１に位置することができる。
【０１４８】
　その理由は、そうすると、反射部４１０と光源モジュール１００の光源１１０との距離
が最も近いので、反射部４１０は光を効果的に反射させることができ、輝度を最大に補償
できるためである。
【０１４９】
　このように、バックライトユニットは、第２のリフレクタ上に反射構造物をさらに配置
することによって、輝度を向上させ、均一な輝度を提供することができる。
【０１５０】
　図１７は、支持フレームによって支持される光学部材を示す図である。
【０１５１】
　図１７に示すように、第１のリフレクタ２００の上部には、光学部材６００を支持する
ための支持フレーム５００をさらに形成することができる。
【０１５２】
　そして、光学部材６００は、支持フレーム５００によって支持されることによって、第
２のリフレクタ３００と光学部材６００との間の空間をさらに確保することができる。
【０１５３】
　このように、支持フレーム５００によって、第２のリフレクタ３００と光学部材６００
との間の空間がさらに確保されると、光を拡散させるための空間であるエアガイドを通し
て均一な輝度を得ることができる。
【０１５４】
　ここで、支持フレーム５００の幅Ｗ２は、第１のリフレクタ２００の幅Ｗ１より小さい
か又は同一であり得る。
【０１５５】
　その理由は、支持フレーム５００による輝度領域の減少を防止するためである。
【０１５６】
　そして、反射部４１０及び支持部４２０を含む反射構造物４００は、光学部材６００か
ら第２の間隔ｄ２だけ離隔するように配置することができる。
【０１５７】
　ここで、第２の間隔ｄ２は、第１のリフレクタ２００の厚さＴより大きくなり得る。
【０１５８】
　このように、反射構造物４００と光学部材６００との間の間隔が大きいと、黒いライン
のような暗部が表れないので、均一な輝度を提供することができる。
【０１５９】
　そして、反射構造物４００の反射部４１０は、光源モジュール１００の光源１１０と同
一線上Ａ１に位置することができる。
【０１６０】
　その理由は、そうすると、反射部４１０と光源モジュール１００の光源１１０との距離
が最も近いので、反射部４１０は光を効果的に反射させることができ、輝度を最大に補償
できるためである。
【０１６１】



(16) JP 2013-26211 A 2013.2.4

10

20

30

40

50

　このように、バックライトユニットは、第２のリフレクタ上に反射構造物をさらに配置
することによって、輝度を向上させ、均一な輝度を提供することができる。
【０１６２】
　このように、各実施例は、導光板を使用せずに、反射構造物が配置されたエアガイド用
リフレクタを形成することによって、重さが軽く、製作単価が低廉であり、均一な輝度を
提供することができる。
【０１６３】
　したがって、バックライトユニットの経済性及び信頼性を向上させることができる。
【０１６４】
　図１８は、実施例に係るバックライトユニットを有するディスプレイモジュールを示す
図である。
【０１６５】
　図１８に示すように、ディスプレイモジュール２０は、ディスプレイパネル８００及び
バックライトユニット７００を備えることができる。
【０１６６】
　ディスプレイパネル８００は、互いに対向して均一なセルギャップが維持されるように
合着されたカラーフィルター基板８１０とＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓ
ｔｏｒ）基板８２０を含み、前記二つの基板８１０、８２０の間に液晶層（図示せず）が
介在し得る。
【０１６７】
　そして、ディスプレイパネル８００の上側及び下側にはそれぞれ上部偏光板８３０及び
下部偏光板８４０を配置することができ、より詳細には、カラーフィルター基板８１０の
上面に上部偏光板８３０を配置し、ＴＦＴ基板８２０の下面に下部偏光板８４０を配置す
ることができる。
【０１６８】
　図面に図示していないが、ディスプレイパネル８００の側面には、パネル８００を駆動
させるための駆動信号を生成するゲート及びデータ駆動部を備えることができる。
【０１６９】
　図１９及び図２０は、本発明の一実施例に係るディスプレイ装置を示す図である。
【０１７０】
　図１９を参照すると、ディスプレイ装置１は、ディスプレイモジュール２０と、ディス
プレイモジュール２０を取り囲むフロントカバー３０及びバックカバー３５と、バックカ
バー３５に備えられた駆動部５５と、駆動部５５を取り囲む駆動部カバー４０とを備えて
構成することができる。
【０１７１】
　フロントカバー３０は、光を透過させる透明な材質の前面パネル（図示せず）を備える
ことができ、前面パネルは、一定の間隔を置いてディスプレイモジュール２０を保護し、
ディスプレイモジュール２０から放出される光を透過させ、ディスプレイモジュール２０
で表示される映像が外部で見えるようにする。
【０１７２】
　バックカバー３５は、フロントカバー３０と結合してディスプレイモジュール２０を保
護することができる。
【０１７３】
　バックカバー３５の一面には駆動部５５を配置することができる。
【０１７４】
　駆動部５５は、駆動制御部５５ａ、メインボード５５ｂ及び電源供給部５５ｃを備える
ことができる。
【０１７５】
　駆動制御部５５ａは、タイミングコントローラーとして、ディスプレイモジュール２０
の各ドライバーＩＣの動作タイミングを調節する駆動部であって、メインボード５５ｂは
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、タイミングコントローラーにＶシンク、Ｈシンク及びＲ、Ｇ、Ｂ解像度信号を伝達する
駆動部であって、電源供給部５５ｃは、ディスプレイモジュール２０に電源を印加する駆
動部である。
【０１７６】
　駆動部５５は、バックカバー３５に備えられ、駆動部カバー４０によって取り囲むこと
ができる。
【０１７７】
　バックカバー３５は、複数のホールを備えており、これらホールによってディスプレイ
モジュール２０と駆動部５５を連結することができ、ディスプレイ装置１を支持するスタ
ンド６０を備えることができる。
【０１７８】
　一方、図２０に示すように、駆動部５５の駆動制御部５５ａはバックカバー３５に備え
、メインボード５５ｂと電源ボード５５ｃはスタンド６０に備えることもできる。
【０１７９】
　そして、駆動部カバー４０は、バックカバー３５に備えられた駆動部５５のみを取り囲
むことができる。
【０１８０】
　本発明の一実施例では、メインボード５５ｂと電源ボード５５ｃをそれぞれ別途に構成
したが、これに限定されることはなく、メインボード５５０ｂと電源ボード５５０ｃを一
つの統合ボードで構成することもできる。
【０１８１】
　更に他の実施例は、上述した各実施例に記載された第１及び第２のリフレクタ及び光源
モジュールを備える表示装置、指示装置、照明システムで具現することができ、例えば、
照明システムはランプ、街路灯を含むことができる。
【０１８２】
　このような照明システムは、複数のＬＥＤを集束して光を得る照明灯として使用可能な
ものであって、特に、建物の天井や壁体内に埋め込まれ、シェードの開口部側が露出する
ように装着できるようにする埋込灯（ダウンライト）として用いることができる。
【０１８３】
　このように、各実施例は、導光板を使用せずに、反射構造物が配置されたエアガイド用
リフレクタを形成することによって、重さが軽く、製作単価が低廉であり、均一な輝度を
提供することができる。
【０１８４】
　したがって、バックライトユニットの経済性及び信頼性を向上させることができる。
【符号の説明】
【０１８５】
　　１００　光源モジュール
　　１１０　光源
　　１２０　基板
　　２００　第１のリフレクタ
　　３００　第２のリフレクタ
　　４００　反射構造物
　　４１０　反射部
　　４２０　支持部
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